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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名であります。

定足数に達しておりますので、これから、平

成２６年第１回美幌町議会定例会第１２日目

の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、４番上杉晃央さん、５番早瀬仁

志さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（馬場博美君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

なお、沖田教育委員会委員長、本日欠席の

旨届け出がありました。

以上で、諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第１１号から

議案第２８号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第１

１号美幌地域３町障害程度区分認定等審査会

共同設置規約の変更についてから、議案第２

８号平成２６年度美幌町病院事業会計予算に

ついてまでの１８件を議題とします。

疑問点等整理のために、暫時休憩をしま

す。

再開は、おおむね２時をめどとしておりま

すが、状況に応じて再開しますので、御了承

願います。

午前１０時０２分 休憩

─────────────────

午後 ３時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

これから、質疑を行います。

議案第１１号美幌地域３町障害程度区分認

定等審査会共同設置規約の変更について、質

疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第１１号の質疑を終わりま

す。

議案第１２号美幌町附属機関に関する条例

の一部を改正する条例制定について、質疑を

許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第１２号の質疑を終わりま

す。

議案第１３号美幌町非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

制定について、質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第１３号の質疑を終わりま

す。

議案第１４号美幌町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例の制定について、質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第１４号の質疑を終わりま
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す。

議案第１５号美幌町手数料徴収条例の一部

を改正する条例制定について、質疑を許しま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第１５号の質疑を終わりま

す。

議案第１６号美幌町営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定について、質疑を許しま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第１６号の質疑を終わりま

す。

議案第１７号指定管理者の指定について、

質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第１７号の質疑を終わりま

す。

議案第１８号指定管理者の指定について、

質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第１８号の質疑を終わりま

す。

議案第１９号指定管理者の指定について、

質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第１９号の質疑を終わりま

す。

議案第２０号指定管理者の指定について、

質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第２０号の質疑を終わりま

す。

議案第２１号平成２６年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。

事項別明細書の款ごとに進めたいと思いま

す。

なお、予算書の第２表債務負担行為及び第

３表地方債に対し質疑する場合は、それに対

応する事項別明細書の款の中で質疑をお願い

します。

まず、歳出から。

１款議会費、７２ページから７３ページま

での質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、議会費を終

わります。

次に、２款総務費、７４ページから９７

ページまでの質疑を許します。

総務費のうち、戸籍住民基本台帳費は民生

費のところで、地籍調査費は土木費のところ

で質疑を行います。

暫時休憩をします。

午後 ３時０６分 休憩

────────────────

午後 ３時０７分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

総務費です。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ８５ページ、住民活

動推進費の中の補助金、下から３行目の補助

金なのですけれども、この中にある自治会活

動運営補助金、今回、行政のほうで自治会活

動の運営費については、補助制度を若干改正

し、少しでも自治会に貢献してもらう活動に

使えるように計算式を変えたということを聞

きまして、今まで運営補助金については、均

等割、人口割、世帯割ということで、均等割

が２万２,５００円、人口割が１３.５円、世

帯割りが１３５円という形の計算式となって

おりますが、今回の改定では均等割を２万
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７,０００円にし、人口割を削除し、世帯割

を１９０円にするという形で補助額の見込み

が、２６年度は３３１万８,０００円と、こ

れ以外に集落施設における経費助成というこ

とは説明受けたのですけれども、まず１点目

聞きたいのは、計算式を変えて、人口割を外

して、世帯割に変えたという方向性を改めた

計算式の根拠をまずお聞きしたいのが１点。

それと、たまたま人口割という部分と世帯

割の部分で、各自治会によって比率が違うも

のですから、この計算式をもってしますと、

各自治会で今回の世帯割とした場合、すっき

りと計算できるのですけれども、今までも

らっている金額の増減と新しい増減のパーセ

ント、要するに増減の比率が１０％ぐらい違

う自治会も出たのかなと、計算してみます

と。

そうすると、世帯割合にしたにもかかわら

ず、これからは世帯割合という均等なのです

けれども、今までと上がる割合が違う自治会

もあるものですから、そういう自治会との意

見交換だとか、話だとかをしたのかどうか、

二つ目です。

それと、三つ目は各自治会が自治会運営

上、美幌町の団体だとか、いろいろなところ

に負担金を払っているのですね。負担金払っ

ているところが、今回、自治会費上げたこと

によって、負担金の増加を逆に求められてし

まうと、せっかく上げたお金が減ってしまう

ものですから、実際、何言いたいかという

と、私の住んでいる自治会もせっかく行政の

ほうから自治会の運営費もらっていても、も

らった金額と同額か、それ以上に各団体の負

担金として払っているものですから、そうい

うふうなところを鑑みますと、今回の値上

げ、補助金をふやす金額の根拠もどこにある

のかなと。上げる根拠も、もし何か示すもの

あればお答え願いたいと。

この三つ、これだけです。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） ただいまの自治

会運営費の増額に対する御質問でございます

が、まず１点目の人口割を廃止して均等割、

あるいは世帯割で増額をしたという根拠はと

いうところでございますけれども、これは前

の議会の中でも論議といいますか、御質問、

御意見等いただいた中で実態を調べますと、

過去、平成１４年前後だったと思いますが、

補助金の一括削減というときがございまし

た。そのときにも、この自治会運営費補助金

につきましても、一定程度削減をさせていた

だいたという背景がございます。その後、人

口減がこの運営費補助金には大きく影響を及

ぼしまして、年々、減額となってきておりま

す。

そういった中で、自治基本条例もできまし

て、今後、ますます地域社会活動というのが

重要視される中で、この自治会の運営という

のが非常に重要になってくるというときに、

今まで見直しを１０年間ほどしなかったわけ

ですが、これを何とかまず一つは、一括削減

した時点以前の補助金に、何とか復活をさせ

たいというのが根元にございます。

そんな中で、そういったことを解消しなが

ら、今後もこの一定程度、運営費を安定的に

確保していくためにはどうすべきかというこ

とが、人口減少というのは今後も当然想定さ

れる中では、やはり人口割というものを入れ

てしまうと、どうしてもまたその都度見直し

ていかないと、減ってしまうということがあ

ります。

もう一つは、今までは人口はある程度、確

保されていたので問題はなかったと思います

が、今後の中では特に人口よりは自治会活動

が世帯レベルといいますか、世帯を対象とし

た活動というのが多分多かろうと思います。

そんな中では、今、世帯と言いながら独居の

世帯がふえてみたり、高齢者のみの世帯がふ

えているという状況もありますけれども、や

はり世帯ごとの活動というのが主体になって

きているのではないかということから、やは

り世帯の数を重視する。

そしてもう一つは、基本的には均等割とい

うところでは、大きな自治会もあれば小さな
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自治会もありますが、その中で基本的な活動

費というのはどうしても必要となってくるの

で、そこを何とか確保したいということで、

今回数字の算出根拠というのは、ではどこに

あるのだというのは正直言って、そういった

ものはございません。あくまでも総額を人口

割を廃止した中で、先ほど言った解消を図っ

ていくためには、この二つの均等割と世帯割

で、どう自治会の運営に要する経費を補助金

として支援していくのかというところを煮詰

めていった結果が、このような内容にすべき

というところの結論に達したところでござい

ます。

あとは、先ほど２点目の人口割を廃止した

ことによって、それを世帯割とか均等割に増

額配分したことによって、自治会間同士の１

０％程度開きが出たのではないかということ

の御質問でありますが、もちろん世帯割があ

りますので、当然、世帯のは変動しておりま

すので、その中では均一に、均一というのは

あくまでも均等割の世界ですので、均一とは

なりません。そこは世帯が多ければ当然多く

なりますし、減ってきていれば減ります。

ただ、守ったのは、改正前よりは全ての自

治会において、増額となってございます。そ

れの水準も、先ほど言いました平成１５年以

前よりは多くなるように、そこを割ることの

ないように確保しているというのが、今回の

改正内容でございます。

それから、３点目の各自治会からほかへの

負担金の支払いにつきましては、行政が正直

言いまして関与するところではございません

ので、そこは何度もこちら側から、あるとか

ないとかということは申し上げられませんけ

れども、基本的な考え方はあくまでも自治会

運営するための活動費を増額をしたというこ

とでありますので、今後、そういった負担

金、例えば連合会とか各部会ですとか、そう

いったところにはそのような趣旨を今後はお

願いをして、議会に仰ぎたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今、平井部長の説明

で、大体プラスになるという形はわかったの

ですけれども、数字の根拠の中身を１４年、

１５年に戻すという部分の計算式はいいので

すけれども、平成１４年、１５年に戻して

も、今現状として各自治体の負担金が大きく

ありますから、となると１４年に戻すという

よりは、１４年以上もっともっと多くするだ

とか、こういう形で何かしてもらいたいから

ふやしたのだという部分が聞ければいいかな

と思ったものですから、回答としては、あく

までもとりあえず今現状では１０年間、下げ

たままという形を１４年度に戻すことに終始

したという形の理解でいいということでいい

ですね。再度。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 戻すというこ

と、プラス若干ですけれども、増額をしたと

いうことでございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私は、総務費の中

で７７ページ、２款１項１目３の公文書管理

事業費、二つ目として２款１項４目１節の施

設維持管理等委託料、特に警備業務委託料に

ついて、３点目につきましては８３ページの

２款１項５目５節の国内外交流事業費、その

中でもケンブリッジ交流事業負担金、次に四

つ目としまして８７ページ、２款１項１１目

１節の防災活動推進事業費についてお聞かせ

願いたいと思います。

まず、１点目の７７ページの公文書管理事

業費の中の臨時職員賃金、このことについて

お聞かせ願いたいと思います。これちょっと

私の思いもはめながら、理解していただくた

めにお聞きするのですが、私は長年の間に今

までの公文書の取り扱いということで、それ

なりの整理の仕方ということに対して、失念

してきた結果が今回、やはり公文書をしっか

り管理しようという趣旨の予算だと思ってい

るところであります。

そういう意味では、これは１年、単年度だ
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けでなく何年間継続するものだと説明を受け

ている中で、臨時職員、特に公文書という意

味合いも含めながらも基本を忘れている、行

政の中でね、そうならば雑作業であってもい

ま一度、行政職員がしっかり忘れてしまった

整理の仕方を取り戻すためにも、職員がやる

べきだという考え方を持っています。それに

対して、今回、臨時職員とは何ぞやというこ

とを改めて、この場でお聞きしたいと存じま

す。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 今回の公文書管

理の新たな取り組みといたしまして、ファイ

リングシステム導入に当たって、臨時職員

を、パート職員でありますが、１名雇おうと

している経費でございますが、これにつきま

してはあくまでもその文書をファイリングさ

せるために、直接この作業に取りかかるとい

う仕事をこの臨時職員にやっていただくとい

うものではなくて、文書管理を新たなシステ

ムに移行するに当たって生じるリストの作成

だとか、直接公文書を扱うのではなくて、リ

ストを作成してみたり、あるいは見出しをつ

くってみたり、分類表をつくってみたり、

ファイリングのファイルを仕分けしてみたり

という、そういった作業的なことをやっても

らうというものでありまして、直接公文書の

管理に携わってもらうというものではござい

ません。あくまでもそれは職員でやりますの

で、御理解ください。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 今の項目の２回目

です。

私は、先ほどから申し上げたいのは、今ま

で現職員が、公文書の取り扱いという中で

きっちりしてくればできた、むしろできてく

るのだろうと思いますし、本来こういう業務

委託も含めてする必要ないのではないかと、

極端な言い方しますとね。でも、今、私お聞

きしているのは、特に臨時職員の部類ですけ

れども、そういうことすら忘れ去られてい

る。いま一度、行政側として、そういう雑作

業も含めて整理の一から覚えていったほうが

いいのではないかという趣旨で、いま一度お

尋ねしたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 繰り返しになり

ますが、今回導入するファイリングシステム

は、今までの簿冊管理と全く違いまして、そ

の違いの部分に対して、どうしてもそういっ

た作業が出てくるということで、公文書の管

理自体を職員がすべきというのは、当然なこ

とでありますけれども、今までの簿冊管理で

は生じなかった作業が出るので、その作業に

ついて、それは公文書の管理そのものではな

くて、ファイリングシステムを導入し、それ

を稼働しようとする段階において、初期段階

においてそれが発生するということで、臨時

職員を雇うものでありまして、これが動いて

きますと、この臨時職員は雇いません。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） せっかく全体を通

して、今、議論するわけではないですよ。業

務委託使って考え方、私は、金をかけたもの

は、そういう作業も含めて、自分の能力にし

てしまえということを言いたいのですよ。そ

うしたら、そういう雑作業も含めて公文書そ

のもの、総務部長が今おっしゃっているよう

に言っているつもりはありません。目次とか

名簿とかつくる作業だと、これもそのとおり

だと思います。でもそういう作業も含めて、

長年にわたってしてこれなかったことも含め

て、自分のものにしたほうがいいのではない

かという趣旨でございます。

答弁いただきますけれども、あわせて２番

目の１回目をさせていただきます。

７９ページ、施設維持管理等委託料の中の

警備業務委託料、２５年度の予算は警備業務

委託料と日直業務の委託料、二つに分かれて

いました。旧年度の予算額を言うと、警備業

務委託料が３２２万１,０００円、予算書を

見ていただければわかると思いますが、そし
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て２５年度の日直業務は８１万９,０００

円、合わせて４０４万円だと思います。予算

の説明のときに、二つ合わせて今回は予算化

しているという御説明でした。

そこで、先ほど言いましたけれども、合算

で、２５年度は二つ合わせて４０４万円であ

ります。ところが新年度５９８万９,０００

円、率にして約４９％近くアップになってい

るのですね、それで質問の要旨を申し上げま

す。この夜警にしても日直にしても、ほとん

ど人件費だと私も思っていますし、総務部長

も間違いないと思っていらっしゃると思う中

で、そうならば消費税が４月１日から上がる

といっても２５年度と比べたら３％、それか

ら最低賃金、道が途中で、最低賃金ですよ、

という意味で影響したのが、約２から３％程

度だと私は見ています。

そうなりますと、消費税と最低賃金だけを

仮に言ったら５％程度の影響、それから俗に

言う会社経費としての影響率が今回どのよう

な形になっているか、私自身は知りません

が、せいぜいあっても１０％ぐらいが関の山

だと思うのですね。

２５年度は、入札で落とした額を言ってい

るわけではないのです。行政が予定した額が

４０４万円から、なぜ４９％の簡単に言えば

２００万円アップしたのか。皆さんの中で、

手元に基本的に見積もりを持って対比してい

ると思いますが、人件費だけで１.５倍にな

る、大ざっぱに言うとですよ。このマジック

がどういうことなのか、ちょっと失礼な言い

方になりますが、むしろ今回のこの予算額が

正しいのか、逆を言うと２５年度の行政が示

された当初予算の考え方が間違っているの

か、そういう趣旨を含めて額に対しての根拠

というものをお示しいただければいいかな

と、大きい項目の２回目の１回を終わりま

す。

○議長（古舘繁夫君） 最初、公文書の臨職

の関係の答弁をお願いします。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 繰り返しになっ

てしまいますけれども、公文書の管理の今ま

では簿冊方式ということで、今回ファイリン

グシステムに移行していくという中で、簿冊

管理では生じなかった事務が今回導入時のみ

に当たって生じるということで、今回、臨時

職員を雇用するということであります。

ですから、今まで職員がやってこなかった

部分をやればいいのではないかとおっしゃい

ますけれども、今回の導入に当たって発生す

るということで、簿冊管理ではそういった事

務が生じていないものでありますので、新た

な事務を臨時職員を雇ってやっていただくと

いうことですので、御理解をいただきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 続いて警備の関係。

総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 警備の金額の関

係でありますが、警備の予算の積算に当たり

ましては、３者の業者から見積もりを徴取い

たしまして、その中で一番安かった業者の見

積もりを予算として計上をしているところで

ありますので、御理解をお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私の気持ちとして

は、１回目の答えもまだいただいていないと

思いますが、人件費そのものの組み立てのこ

れは予算づけだと私は思っています。業務委

託、総務部長、いい、７９ページ。そういう

中で今の答弁聞いたら、業者、３者というこ

とでしたけれども、一番安かったら前年度よ

り１.５倍、大ざっぱに言うとですよ。極端

には２倍でも３倍でも、採用するというふう

にも聞こえるような気がするのですよ。私は

大きい項目の２の１回目で、行政自身が

チェックできるものはなかったのかと触れさ

せていただいているのですが、今の答弁では

ね、業者の安いところだけを採用しました。

そうしたら、全ての予算、私、みんな聞か

なければいけないのですよ。前年対比で。た

だ、私も常識あります。消費税のアップ分と

か、人件費の道が定めた最低賃金とかいう範
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囲内。それから、もう一つ大きい要素として

は、燃料等もし使うならば、回り回っての影

響分というぐらいは私も大体読み取れること

があるのですが、この警備というのは大きく

言って、私の認識が間違っているのであれば

お教え願いたいのですが、車両を使うわけで

はない。いいですか、体一つですよ、簡単に

言うと。

あえて言えば、勤務先のこの庁舎に来るぐ

らいの車両と燃料賃ぐらいだと思うのですけ

れども、実は２５年度途中で最低賃金という

のが変わったと思いますが、粗っぽく言うと

時給７００円、もっと高いのですけれども、

７００円と計算します。夜勤というのは、間

違っていたら御指摘ください。遠慮なく。夕

方の５時３０分から翌日の８時４５分、簡単

に言えばそれも計算上、８時３０分と計算し

たら１５時間ですよ。粗っぽい計算ですよ。

その中に深夜手当、それも含めてプール計算

で最低賃金の７００円、それも低く見てです

よ。１５時間掛ける７００で１万５００円、

細かい計算もっとあると思いますよ。掛ける

３６５日、庁舎はずっとあるわけですから、

警備だって単純に人件費だけ見たって３６５

を掛けたら、三百何十万円になるのですね。

それに消費税入れたら、３６０万円、３７０

万円すぐいってしまうのですよ。そのほかに

会社経費入れたら、軽く４００万円超えてし

まうのですね、私の頭の中は。

ですから、今回６００万円、何ぼ安いと

いっても急に１.５になる感覚が、皆さんの

中で安いと言いながらもチェック機能が、改

めてもう１回聞きますけれども、働いている

のか働いていないのか、２回目の質問とさせ

ていただきます。

○議長（古舘繁夫君） もうちょっと中身わ

かりやすいように、御答弁お願いします。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） この機械警備、

日直も含めてですけれども、この委託につき

ましては、３年ごとの契約としております。

３年前に契約がえといいますか、委託業者が

変わっております。それまでと比較します

と、３年前ですね、３年前は今ちょっと手元

にはありませんが、大きく委託料は下がって

いたはずです。失礼しました。３年前の更新

時点では、それまでの委託料がそれなりの額

があって、急に下がったというのが実態で

す。そのときに、新たな業者が加わって入札

をしたと、そのことによって相当安くこの３

年間ですか、安く業務委託が行われてきたと

いうのが実態であります。

それで今回、３年間の契約が満了いたしま

して、また新たに参考見積もりを徴取したと

ころでございます。その中では、今、予算に

計上しているのは、その中でも一番安いとこ

ろということなのですが、中身を見ていきま

すと、３年前の内容と今回の内容とでは人件

費もそうですし、そのほかに福利厚生費だと

か、被服費だとか、その他の諸経費がアップ

されている。さらに、消費税分もアップがさ

れているということで、３年前とはかなり内

容が増額になっているということで、昨年度

と比較をしますと、今、議員御指摘のとお

り、アップ率でいきますと相当な４９％とい

うことで、非常に大きな増額になっているわ

けですが、これは４年前、今は３年契約です

ので、その前の契約に比べると、それほど増

額にはなっていない。というのは前回の契約

が、かなり安くやっていただいたということ

で、他の業者と比較をしてもこの１者は相当

安く落としたというのが実態で、今回、この

業者についても相当前、見ていなかった費用

もそうですし、増額をしてきた。

ただ、他の業者と比較をすると、それでも

なお他の業者よりは相当安いということで、

私どもこちらのほうで積算の根拠といいます

か、設計を実際やっているわけではありませ

んので、あくまでも数社からの参考見積もり

の中で安い業者へ委託をしたいということで

ありますので、その結果が今回のような結果

ということで、前年度から比較しますと、大

幅な増額となっておりますが、要するに４年

前ですね、４年前と比較すると、それほどの
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伸びにはなっていないということでありま

す。（発言する者あり）

○議長（古舘繁夫君） 部長、行政側の積算

根拠というのがあるか、またそれを積み上げ

というものができるかどうか。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） こちら側での積

算は持っておりません。

○議長（古舘繁夫君） 吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 行政というのは総

務部ばかりではなくて、他の部もございま

す。そういう中で、業者の出した見積もりの

最低額で見積もっているという考え方も、こ

れで存在するのだなと。例えば、トラック業

務ですけれども、５社でも６社でもいいので

すが、１,０００万円、１,２００万円にしよ

うや、１,５００万円、いろいろな数字が出

ますけれども、もともと行政における最低の

見積もりといってもそれが妥当なのかどうな

のかいう基本的なものもなくして、やるのだ

ということで受けとめておきます。これ２の

３は担保とれましたね。

大きな三つ目の１回目、８３ページでござ

います。国内外交流事業の中の負担金、ケン

ブリッジ交流事業負担金でありますが、過去

にもケンブリッジには行っている経緯があり

ます。そういう中で招待状というか、これは

訳した文書ですから原文ではないのですけれ

ども、これは行政からいただいたものであり

ますが、まずこの文書によると、ワイパ地区

のね、ケンブリッジとは書いてないのです。

ケンブリッジの近くと、文書の中ではちょっ

と触れてはいるのですが、ケンブリッジとは

書いていない。これは行政からいただいたも

のです。

そういう中で、今回、どういう形で行こう

かという説明等も受けていますが、過去にも

費用の充て方ということで、修正もかかった

中で予算計上した経緯もあります。そこら辺

で、いま一度、新年度予算の説明ということ

では聞いておりますが、やはり過去の轍を踏

まないようにするのが行政の考え方の一つで

もあろうかなと思うところでありますので、

いま一度説明していただければありがたいと

存じます。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 今回、新年度で

計上いたしましたケンブリッジ交流事業負担

金につきましては、当初の説明でもいたしま

したけれども、あくまでもケンブリッジか

ら、内容はワイパ地区の１５０周年祭という

ことでありますが、ケンブリッジからの招待

ということであります。

そこで、これは今回ペーパーをお渡ししま

したが、それ以前にケンブリッジのほうから

美幌町に訪問されたときに、既にこういった

お話があったということでございます。それ

で今回、改めて６月に招待をしたいというこ

とでございます。今回につきましては、疑問

点の中でも御説明をいたしましたが、あくま

でも招待に応ずる美幌町の代表として公式訪

問をいたすということでありますので、関係

機関、あるいは団体の代表者をもって公式訪

問をするということでありますので、費用に

つきましては実費弁償で公費で行っていただ

くと。そしてお願いをするということであり

ますので、前回のような一部負担ということ

は考えておりません。（発言する者あり）

○議長（古舘繁夫君） さっき持ち合わせて

いないというのが答弁ではなかったですか。

（発言する者あり）

副町長。

○副町長（染谷 良君） 警備委託の詳細の

根拠ということでお尋ねがございました件で

ありますけれども、見積もりをとって、これ

１社だけでありませんので、数社の複数の見

積もりをとって発注するケースは、これ認め

られていることでございますし、必ずしもた

だ安ければいいかというと、またそうではな

くて、それが発注者側の言うとおり、きちっ

とした成果が出るかどうかだとかももちろん

ありますので、それらはルールに基づいて運

営執行しているところでございますので、数

字で積算根拠をもって発注する場合と、その
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根拠を一般企業、商社等の見積もりでくくっ

て発注する場合ももちろんございますけれど

も、あくまでも行政側の求めに応じて成果が

得られるかどうかということが大きなよりど

ころになりますので、あくまでもルールに

従って今後も執行していくということで、御

理解をいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） ８３ページ、大き

い項目の３ケンブリッジです。過去の例もあ

りますので、この予算執行、十分吟味されて

いただきたいと、半分要望みたいなことを

言って、大きい項目の４番、８７ページ、防

災活動推進事業費の中の消耗品費、額にして

８２１万５,０００円だと、この説明で各戸

にリュックサック、各家というのですかね、

それから発電機能つきのラジオ、それからポ

リタンク配りたい趣旨だったなと、もし間

違っていれば答弁の中で御指摘ください。

これは予算というのは、政策施策論争も踏

まえているという観点で、大きい意味で私は

公助が先だろうという思いを私は勝手に思っ

ていますから、そういう意味で、これは議論

が、今、成り立たないと思いますので、あえ

てこの予算ということを言いますと、説明の

中で何で同じ色の同じ形の世の中にはリュッ

クサックはごまんとある。

だから、私の発想としては、公の場所に逃

げた後も、いざとなったら同じ物、同じ形、

同じ色、間違うのですよ。何ぼ名前を書いて

あったって、私の言いたいのは、場面によっ

てはリュックサックだったら、要らないとい

う人もいるのではないか。そういう意味で

は、十分個々の、自治会通そうが何しよう

が、要するに結果として個々の要望事項も入

れてやらないと、いただいても結果として利

用できないこともあるのかなと懸念します。

もう１点、ポリタンク、実際は２０リッ

ター入って、表面上は１８リッターというの

でしょうけれども、あれですね、防災の勉強

された方々は、多分、それこそ水を入れて備

蓄するなら別ですよ。でも家庭には簡単に言

えば、鍋のはてからバケツからあろうかと思

いますし、これがもし持って逃げるとすれ

ば、私でさえ最近筋肉使っていませんので、

２０リッターの水を持つといったら、簡単に

言えば２０キロですよ。これはいろいろな防

災の関係で一番適当なのは、よく言われてい

る、市販されているウーロン茶のぺットボト

ル程度の１.５リッターから２リッター、そ

れを二、三本持って、それが一番いいという

調査結果も勉強させていただいている中であ

ります。

そういう意味で、あえて苦言になります

が、これは今の議論でありませんけれども、

今、これは議論でありません。公助でせっか

く逃げたのに、まだまだ備蓄も含めて避難所

に足りない部分も相当あろうかと思っている

のですね。これは議論になりませんけれど

も、そういう意味込めて、この予算執行に対

しては相当住民の意見も聞きながら、注意さ

れたほうがよろしいかな、これでやめておき

ます。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 防災の関係で、

このたび当初予算で啓発用の非常用持ち出し

新セットというものを組まさせていただきま

したが、これはあくまでも公助による避難所

の備品を整備というのは、もちろん行政はこ

れからもしっかりとやっていきますが、今

回、計上させていただいたのは、あくまでも

自助の部分であります。

自助の部分を何とか、物がどうとかこうと

かというよりは何をしたいかというと、やは

り自助の部分で防災意識というものをしっか

りと住民の方に持っていただきたいという、

そのきっかけをどうつくっていくかというこ

とで、今回このようなものを実施をしたいと

いうことの提案であります。でありますの

で、この内容につきましては、先ほど議員

おっしゃったような品物で積算をしておりま

すけれども、自治会連合会等のほうにも話を

した中では、品物につきましてはまだ再考の
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余地もあるのかなということで、それは今後

いろいろ協議をさせていただく中でより活用

しやすい物を、より住民が望む物を配布をし

たいと思っております。

それともう一つは、非常用持ち出しとなっ

ておりますが、避難所で使うことばかりでは

ございません。あくまでも防災の時に、災害

の時にこれをどう活用するかでありますか

ら、場合によっては自宅で活用する場合もご

ざいましょうし、もちろん避難所でもありま

しょうし、避難所でない屋外でもあるかもし

れません。そういった中で、いかに自分が自

分の命をどう守るかというもののきっかけ

を、今回のグッズを通して改めて認識してい

ただいて、これで全て用足りるものでは決し

てございません。このことによって、これも

足りないな、あれも足りないなということ

で、袋ももう少し余裕があるなと、では何か

入れていこうか、こういう物が欲しい、入れ

ておく必要があるのではないかという意識を

高めていただきたいということでありますの

で、内容と配布等につきましては、今後、自

治会を通じていろいろ住民の方の御意見を賜

りながら、進めてもらいたいと思いますが、

あくまでも自助の部分をどう啓蒙していくか

という部分は非常に大事だということであり

ますので、御理解を願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑をされる

方。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

もはや４時近くになりましたが、あらかじ

め会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、あらかじめ会議時間の延長す

ることに決定しました。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 私は、２点、御質問

したいと思います。

一つは、７７ページ、総務費総務管理費の

広報広聴費にかかわって１点。８３ページ、

企画費にかかわって１点ということで、款別

にお聞きいたしたいと思います。

これは疑問点整理の中で、基本的なデータ

はいただいておりますので、その上でそれを

押さえてお伺いしたいと思います。

広報広聴費の中で、町のホームページのこ

とであります。町が、ホームページを作成し

て以来、１０倍程度のアクセス数である。最

近は、５年前の数字と比較をいたしまして、

今年度２月末では２１万５,２３０件のアク

セス数であって、５年前の数字、１２万６,

７５６件と比較をいたしますと、まだ３月末

まで入れれば、推計いたしますと２３万５,

０００件くらいになるなということで、実に

１.８５倍、約２倍近く上っているというこ

とは、大変健闘しているというふうには思っ

ています。

しかし、私の実感から言えば、美幌町が現

実に行っているさまざまな活動がホームペー

ジの上では、非常に反映されていないという

のが実感です。いいことをやっていても外部

に発信されない、しかも多分、町の広報紙よ

りももっと印象が深くて、しかも町外の人か

ら見れば、第一にアクセスするのは美幌町を

知りたいという場合は、このホームページな

のだろうと思います。

それで方向性としては、動画なども積極的

に入れたい、あるいは外部委託をしないでそ

れぞれの担当ごとに、どんどん発信するとい

う方法を検討するというふうにお話されてい

るのですが、よりダイナミックな方法をとる

べきではないかと。費用対効果で言えば、最

も力を入れるべき部分ではないかというよう

に思っているのですが、執行権者としての町

長は現状に対してどう評価されているか、あ

るいは改善方向に向けて大変大胆な力の入れ

方をすべきではないかと、現状で満足はでき

ないのではないかと、そう思っているのです

が、いかがでしょうか。
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○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、大江議員のお話

ありましたけれども、平成１７年の３月から

スタートしております。それで２５年のやつ

は２３万ぐらいにはなるのではないかという

ことで、１７年からずっとカウントをしてく

ると１１６万人の方が、このホームページを

見ておられると。

それで、私どものホームページはカウン

ターがついているので、１１６万と出るので

すけれども、私、きのう休みだったのですけ

れども、管内の見ましたけれども、カウン

ターついているのは実はないのですね。です

から、ほかとの比較はちょっとなかなか難し

いのですけれども、ただ、今、議員おっしゃ

るように、これは日本全国、あるいは世界と

言ってもいいと思います。それで２４時間、

どこの地域でもアクセスして見れるという何

といいますか、美幌町というものをわかって

いただくには、これ以上の多分、媒体はない

のではないかなと思うぐらいでありますの

で、私もしょっちゅうホームページ見て担当

のほうに電話して、例えばトップページで２

秒待つ人は、多分イライラすると思います。

せめてワンクリック、１秒の世界を目指して

ほしいなという思いが実はあります。それで

ないと、再びそのホームページに帰ってくる

ことは、なかなか難しいのではないかなと

思っておりますので、そういう面では非常に

大きなツールだと私は思っておりますので、

それで今まで一部委託してつくっておりまし

たけれども、各担当でできるようなシステム

を導入したのですけれども、まだまだという

ような思いは私も正直しておりますので、そ

れで例えば、これは新しい情報だというのも

わからないのですね。

ですから何回も行って、そこを見てみない

と、新しいか古いかというのもわからないと

いう面があるので、それは僕も見てイライラ

するのが正直言ってありますので、引き続き

どういう形がいいのか。多分、見やすさは管

内的にも全道的にもかなり見やすいのかなと

は思いますけれども、まち育出前講座もそう

ですけれども、やはりパワーポイント使った

りして、今はやっぱりビジュアルだと思いま

す。長い文書を書いても多分、お読みになら

ない方が多いのではないかなと思いますの

で、引き続き私も含めてこのことについて関

心を持ちながら、どう改革、改めていける

か、よりよいホームページづくりに努力して

いきたいと、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） この点に関して、例

えば今回のオリンピック・パラリンピック

に、美幌町からコーチも入れれば５人行かれ

たと。小さな町ですが、その基礎というのは

スピードスケートにいたしましても、あるい

はスキーにしましても、それなりの歴史と広

がりがあるというのですね。しかし、関係者

に言わせると、年々参加者が少なくなって、

底辺の拡大は大変なのだという状況があるの

です。

私、見ていて、写真を撮ろうと思っている

のですけれども、速すぎて写せないないので

すね、いい画面が。しかし、これを動画で仮

に配信したとしたら、相当なインパクトを

もって、例えば幼稚園児・保育園児、あるい

は小中学生に大変なインパクトで伝わるなと

いうふうに思います。スポーツ王国に今回

なったのだろうと思うのですが、しかし、足

元を考えた場合には底辺の拡大が必要で、そ

れなりの取り組みが行われているけれども、

動画で、ホームページで、伝わっているわけ

ではないという状況なんかが、非常に残念だ

なと思います。

町民が主役で美幌町をつくっていくという

ときに、そのような今、スポーツだけを取り

上げましたけれども、やっぱり地元には豊富

な財産がある。これを町を挙げてというか行

政挙げて、大いに追求すべきだというように

思います。そういう意味で、せっかく前向き

の取り組みがされて、ここまでは来ているの

ですが、私はできませんけれども、手元から

携帯からというのですか、スマホから幾らで
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もアクセスできるという時代を迎えて、子供

たちにもホームページを見てもらうというよ

うなことで、より一層力を入れるべきだと。

これは役場のそれぞれの担当が、作成にかか

われるということですから、各担当ごとの大

いに競い合いということにもなるのだろうと

思いますので、改めて改善に向けて町長とし

ての腹構えを見せていただければありがたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほども答弁させて

いただきましたけれども、本当に重要なツー

ルだと思っておりますので、これをよりよく

しなければ、町自体がなかなかわかっていた

だけないという思いあると思います。

実は町の話題というのも最近できたコー

ナーですので、あの中の。私もファンの一人

で、よく見させていただいていますし、また

移住・定住のところも結構、職員がおもしろ

いのを書いたりしておりますので、いずれに

しろトータルでどういうふうに美幌町を紹介

できるかというところだと思います。

それと、あと旬の話題をどういうふうに

トップページに持ってこれるか、そういうこ

とも組織挙げて頑張っていきたいと、そのよ

うに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ＮＨＫの番組で、御

答弁は要りませんが、町の担当者が１年がか

りで子供たちの運動広場、冬の広場をつくる

のに定期的に町のホームページで案内をし

て、遂に全員ボランティアで冬の運動公園を

つくったというのが出ておりまして、すごい

なというように思っております。

美幌町は、自治基本条例で町民が主役とい

うことと、どこの町よりも多分ボランティア

活動が盛んだというふうに思います。行政と

町民が一体になる上でも、大変大事なツール

になるなと思いますので、ぜひ力を入れてい

ただければというふうに思っています。

ついでに申し上げますが、社会人枠でこう

いうところに力のある職員をということも、

もう一つの選択肢かなというように期待はし

ております。これは希望として申し上げたい

と思います。

次に、企画費の中でケンブリッジへの交流

事業にかかわって御質問いたします。

これも疑問点整理の中で、最終的にはケン

ブリッジ交流事業の負担金として５名分、１

６０万７,０００円ということで、それぞれ

の団体の代表者が行くということは承知をし

ております。

そこで、一昨年、たしか１０月だったかと

思いますが、ケンブリッジから訪問された

方々と、地元の先住民族でありますアイヌの

協会との交流がありまして、大変和やかとい

うか、それと盛り上がった中身でございまし

た。その際に、これは訪問団全員との交流で

ありましたが、わかったことは、ニュージー

ランドでは先住民族の言葉が、英語と同様に

共通語になっていると。どなたもしゃべるこ

とができるということなどで、大変学ばされ

た側面を持っています。

そういうようなこともありまして、ぜひ美

幌のアイヌの方々に、次回ぜひおいでくださ

いというお誘いが口頭でありました。前向き

に協会の人たちは検討をされてきた経過がご

ざいます。そのことについては、昨年、こと

しの春、私はお伝えはしてきたのですが、し

かし、今回の御招待、昨年１１月２２日に案

内状が届いた中、これをきっかけにしまして

選定されたメンバーの中からは外れていると

いうようなことで、これはこれでワイパ地区

の１５０周年記念祝典ということでは、対象

にならなかったのかなというように思ってい

るのですが、美幌の先住民族としてしっかり

文化的にも、あるいはさまざまな歴史を踏ま

えた活動を今後ともやっていきたいという思

いの中では、せっかくの御招待、口頭での御

招待に対して応えたいという思いがございま

す。

当面は、６月９日からのこの美幌訪問団の

中には入っていませんけれども、それはそれ

で、では仕方がないとした場合に、国内外交
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流事業、当初予算３１１万円、この中には含

められないかもしれませんけれども、一発ケ

ンブリッジ訪問団ではだめだとしても、前向

きに検討する必要があるのではないかという

ように思うのですが、今回、アイヌ協会の

方々を対象から外したということも含めて、

御見解を伺いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 今、大江議員か

ら話あったように、今回のケンブリッジから

の招待につきましては、あくまでもワイパ地

区の１５０周年祭ということでありますの

で、目的がこういった目的ということから、

今回はあくまでも関係機関・団体の代表者に

よる公式訪問ということで、最低限の人数で

組まさせていただいたところでありますの

で、一般の公募も、その中には今回は入れな

いという考え方に立ったところであります。

その後のアイヌの訪問につきましては、町

長のほうから答弁があるとかと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 多分、ニュージーラ

ンドはマオイの方々だと思いますけれども、

相当な歴史があるように聞いております。そ

れで今行くと、キオラという言葉使ったり、

マオイの方々の言語を使ったりというような

ことを聞いております。これは相当長い歴史

の中での話だと思います。

今、ニュージーランドと交流しているのは

美幌高校が短期留学の関係でやっているの

で、あとは公式訪問等で、こういう形で行く

ということで、この後アイヌの方、先住の

方々の交流どうするかについては、今後の一

つの課題として受けとめさせていただきたい

と思います。

昨年でしたか、昨年は畜産、酪農をやって

おられる方が行って交流してきて、現地の搾

乳なんかの勉強もしてきたということであり

ます。

いずれにしろ人的な交流がメインになると

思いますので、今後の計画どうするかについ

ては少々時間をいただかなければ、今回のや

つについては、こういう形で進めさせていた

だきたいと思いますが、今後のことについて

はまたいろいろ研究してみたいと、そのよう

に思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 先住民族の国際交流

などでは、北海道のアイヌ文化財団などもそ

れなりの助成金を持っております。目的と内

容によっては、２分の１の助成がどうやら出

そうだということも承知をしています。全額

町費ということでもちろんなくて、前向きな

検討ができるのではないかというように思っ

ておりますので、多分、この予算が通ります

と、自分たちは訪問団の中には入らなかった

という失望感があるのだろうと思いますの

で、期待に対して応えられるようないい計画

も、私自身も検討したいというふうに思いま

すので、ぜひ行政側の英知を発揮していただ

ければというふうに思って、この予算をしっ

かり受けとめたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑をされる

方。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １点だけ。８５ペー

ジの住民活動推進事業費の自治会活動運営等

補助金でございますが、資料要求の中で説明

ありまして、前年の改正を下回るようなこと

がないというようなことで、人口減に対応し

たことで自治会活動の活動をしっかり支援し

ていくという部分で評価をしているのです

が、この中で私ちょっと気になる部分は、説

明もありましたけれども、美富地区のいわゆ

る５地区の小世帯区域の自治会ありますよ

ね。それと、多少、歴史的な経過あるので

しょうけれども、２０世帯以下の自治会とい

うのは、そこを含めると全部で１２あるので

すね。ここの均等割の考え方というのが、今

回こういう形で美富地区、過去からそういう

特殊な扱いで来ておりましたけれども、世帯

規模で考えていった場合、均衡を失している

のではないのかなという私なりのそういう考

え方を持つわけですけれども、今後に向けて



－ 188 －

行政側として２０世帯以下ぐらいの規模につ

いての一定の次回に向けての見直しの必要性

みたいな考え方が、お持ちなのかどうかにつ

いてだけお尋ねしておきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（小西 守君） ただいま

御質問がありました自治会活動運営等補助金

の均等割の件でございますけれども、美富地

区については御存じのとおり、美富北とかそ

れぞれ小さな区分の自治会単位となっており

ます。

また、これは歴史的な流れの中で、それに

ついては、ほかのそれぞれの自治会の単位と

美富の地区の単位は違うというふうな流れの

中で、御理解いただきながら金額も一定の差

がついているところでございます。

言われるとおり、美富地区より小さな自治

会がふえてきております。ただ、自治会の活

動としましては、それぞれの自治会同じよう

な業務がありますので、上杉議員言われると

おり、見直しの考え方については、次回の中

で考えていかなければだめな形ということで

は受けとめておりますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑をされる

方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、総務費を終

わります。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日は、これで延会すること

に決定いたしました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

いたします。

午後 ４時１４分 延会
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